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春休みの間に校庭の桜が満開を迎え、花びらが降り注ぐ中で令和７年度が 

スタートしました。 

桜には、１月に咲き始める早咲きの寒桜や、２月に楽しめる河津桜、４月 

にぽってりとした花を咲かせる八重桜など、様々な種類があります。幹にし 

っかりと栄養をためて花開く桜のように、子どもたちもそれぞれのペースで 

自分のよさを伸ばし、大きく成長する一年になることを願っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校は、さまざまな個性をもつ子どもたちが、互いに関わり合って学びや経験を共有しながら、み

んなで育つ場所です。失敗や衝突も含めて全ての経験が学びの機会であり、課題解決を通して、やが

て社会で自立して生きていくために必要な力を身に付けていきます。一人一人のよさを認め励ましつ

つ、学習指導はもとより、周囲とよりよい関わりをもてる力を育むために、教職員一同、取り組んで

まいります。保護者の皆様には、同じ地域で育つ子どもたちの成長の過程を共に見守り、支えていた

だけると幸いです。今年度も、本校の教育活動にご理解とご協力をどうぞよろしくお願いします。 

・学ぶことが好き、楽しい 

・学んだことを活用できる 

・学び方を知っている 等 

・心身の健康を保つ 

・自己肯定感をもって いる 

・周囲とよりよい関わりをもつ 等 

・自他を尊重し、命を守る 

・相手の立場に立って考える 

・自分にできることを考える 等 

 

麹町小学校の教育目標 

明るく元気な子 
思いやりのある子 
進んではたらく子 

よく考える子 

▶ 今年度から二期制となります 

 ３月の保護者会及び学校だよりでお知らせしたとおり、本校は、今年度から４月～９月を前期、

10 月～３月を後期とする二期制で教育活動を展開します。通知表は、９月と３月の年２回発行しま

す（受験をする６年生は、前期の通知表を活用します）。５月と 12 月に全員実施する個人面談、４

月・11 月・３月に実施する保護者会において、保護者の皆様と子どもたちの様子を共有してまいり

ますので、ご理解の程よろしくお願いします。 

 

▶ 来月から、おたよりをすぐーる配信にします 

 ペーパーレスや閲覧の利便性向上の観点から、５月号以降の学校だより、学年だより、保健だよ

り、給食だより等のおたよりを、原則としてすぐーる配信とします（地域の皆様や関係機関には、

これまで通り紙媒体で配布します）。紙媒体での配布を希望するご家庭は、担任にご連絡ください。 

 

 

 

                

新しい春を迎えて 

校長 田村 砂弥香 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校だより  NO.１ 

令和７年４月７日  

 

校長 田村 砂弥香 

 

ひ か り 
学校 HP 
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災害等発生時の対応について                             

 

台風や大雪等の気象状況や地震等の 

災害発生時、千代田区教育委員会の方針に基づき、学校では以下のとおり対応します。ご家庭に

おきましても、児童の安全についてご協力をお願いいたします。 

 

１ 大雨や台風の接近に伴う対応及び降雪時の対応 
 

(1) 登校：児童の安全確保について次のように各ご家庭で判断し、対応をお願いします。 

 

 

 

 

登校を控える場合は、連絡配信システム「すぐーる」で学校に連絡してください。すぐー

るが使えない場合は、７時 45 分から８時 10 分の間に電話で連絡をお願いします。 

なお、上記の理由でご家庭の判断で登校を控えたとき、遅刻（欠席）とはなりません。 

（例）「○年○組 ○○（児童名）です。悪天候のため遅刻（欠席）します。」 
 

(2) 下校：下校時に大雨や暴風雨が予想される場合は、状況に応じて次のように対応します。 

 

 

 

 
 

(3) その他 

・学校の対応は、決定次第、すぐーる及び学校ホームページでお知らせします。 

・必要に応じて、安全のためのお迎えや見守り等をお願いします。 

・台風等気象に関する安全指導を学校でも行いますが、台風や大雨・風が強いときの注意を各

ご家庭でもお願いします。 

 

２ 災害（地震）発生時における対応について 
 

「麹町小学校・幼稚園の大震災発生時の対応基準」に基づいて対応します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※上記「基準３」の場合、通学路の状況や災害の状況（火災、建物崩壊等）、交通機関の運行

状況等を考慮して判断します。 

   ※保護者の皆様には、「すぐーる」で連絡します。 

    （例）「麹町小学校です。全員無事です。お迎えをお願いします。」 

学校は通常登校としますが、風雨や降雪の影響が心配で、通学路の状況などから登校

が危険と思われる場合は、ご家庭の判断で登校を控えてください。また、安全と判断さ

れた時点で登校させてください。 

（例）○早めの給食とし、下校する。（例）給食後、12 時 15 分頃下校します。 

○方面別（アフタースクール、学童クラブも一緒）にまとまって下校します。 

（＊教職員が下校指導を行います。） 

児童・幼児の安全を確保することを第一に考え、地震発生時に連絡が取れない場合を

想定し、次の基準を設定する。 

 １ 震度５強以上の地震（23 区において）発生時は、引き渡しとする。 

 ２ 震度５弱以下の地震（23 区において）が発生し、なおかつ区内を運行する鉄道の

一線でも運行停止の場合は、引き渡しとする。 

 ３ 震度５弱以下で、区内を運行する鉄道が運行している場合であっても、学校の判

断で引き渡しとする。 
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千代田区立学校・園の気象状況による臨時休校の対応について 

 

千代田区教育委員会では、気象状況による臨時休校の対応について以下のように示しています

（平成 28 年４月１日より施行）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 千代田区の対応・考え方 

台風や大雪などにより、登下校の安全確保に支障をきたしたり、交通網の混乱が予測された

りする場合には、幼児・児童・生徒の安全を最優先した上で区として統一して休校の判断をし

ます。 

 

２ 休校の判断と周知 

 （１）千代田区教育委員会は、前日以前に、気象状況により幼児・児童・生徒の登下校の安全

確保に支障をきたし交通機関の混乱等が予想される場合は、区立全学校・園に休校等の指

示をします。 

 （２）前日以前に、休校等の指示がない場合でも、当日午前６時の時点で下記の特別警報・警

報が千代田区に発令された場合は、区立全学校・園は、１日休校・休園とします。 

    ア「特別警報（大雨、強風、大雪、暴風雪等）」が発令された場合 

イ「暴風警報」「暴風雪警報」「大雪警報」「大雨警報」「洪水警報」が発令された場合 

 

３ その他 

（１）本通知において、園とは幼稚園・こども園（短時間）を示します。 

 （２）学校を休校とする場合は、朝の登校時刻と同じ時刻に学童クラブを開設します。 

 （３）登校となる場合でも、区域外通学者は地域によって気象状況が異なり、交通事情、家庭

の状況等で登校・登園に支障があると家庭で判断された時は、安全が確認できるまで自宅

にて待機させるようご周知ください。気象や地域の状況を理由として登校・登園できない

場合は、「欠席」や「遅刻」の扱いにはなりません。（登校・登園できなかった場合は、「出

席を必要としない日」の扱いになります。） 

 （４）登校（園）後の気象状況の悪化に伴い、区の判断基準とする警報等の発令又は発令が予

想される場合は、今まで通り各校園において下校・降園を判断するものとします。 

（５）千代田区のホームページの「子育て・教育」に、休校となる区の判断基準及び気象庁の

警報等の発令状況の確認をリンク先として掲載しておきます。 

 

① ≪子育て・教育≫のトップページから千代田区教育委員会をクリックします。 

② 千代田区立学校園の気象状況による臨時休校等の対応から気象警報・注意報：千代田区（外

部サイトへのリンク）をクリックします。 

③ クリックした先の「気象庁の防災情報」の画面に、情報が表示されています。 
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教室配置について 
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登校時刻について 
 

【登校時間】７：55～８：10    

※正門の開門 ７：55、閉門 ８：10 
 

毎朝８時10分には、教室に到着して学習の準

備ができるようにします。決められた時間に余

裕をもって登校できるよう、ご家庭でお声掛け

ください。 
 遅れて来る場合は、すぐーる等で８時10分ま

でに学校に連絡していただき、教室まで送って

くださいますようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【４月の目標】 

生活：きまりある学校生活をしよう。 

清掃：掃除の分担を決めて、時間内に終わらせよう。 

保健：自分の体の様子を知ろう。 

給食：おちついて準備や片付けをしよう。 

安全：安全な登下校の仕方について理解しよう。 

「連絡配信システム『すぐーる』のご案内  
 
１年生には、昨年度入学説明会で配布しました。

転入生にも配布済みです。今まで登録している方

は、年度更新の手続きは不要です。４月８日 14 時

に新年度のクラスとなります。 

 

学校における電話対応について 
 

学校における電話対応可能な時間は、次の通

りです。ご確認のうえ、ご理解とご協力をお願い

します。 
 

【電話対応可能な時間】 

（１）通常の授業日 ７：45～17：30 

（２）土曜授業日  ７：45～13：00 

（３）長期休業日  ７：45～16：30 
 

教職員の勤務時間は、原則として、７時55分

から16時25分までです。上記の時間内でも、授

業や会議中等、電話対応ができない場合があり

ますので、ご了承ください。 

また、授業のない土曜日、日曜日、祝日、年末

年始、学校閉庁日等は、電話対応ができません。 

なお、玄関のインターフォンにつきましても同様

の対応となります。 

6 日 春季休業日　終

7 月 B 始業式

8 火 B

※B時程４時間授業　給食なし

保健書類配付

保健指導日　給食指導日

入学式

9 水 B

※４時間授業　給食なし

尿検査１次配布

定期健康診断　始

発育測定（５・６）

10 木 朝学 B

※B時程５時間授業

給食始（２～６）

尿検査回収１次１回目

発育測定（３・４）

11 金 B 発育測定（１・２）

12 土

13 日

14 月 朝会 A

安全指導日

視力（１・５）

１年給食始

〇

15 火 朝学 A
食育の日

視力（２・６）

16 水 B

※４時間授業

耳鼻科（１・２）

保護者会（３～６）

〇

17 木 朝学 A

国学力調査（６）

尿検査回収１次２回目

内科（３・４）

〇

18 金 B
消防写生会（３）

心臓検診（１・他学年対象者）

19 土

20 日

21 月 朝会 A

視力（３）

1年生を迎える会

仲良くなる会（１・２）

〇

22 火 朝学 A

避難訓練（地震）

視力（４）

保護者会（１・２）

アレルギー会議

23 水 B 耳鼻科（５・６）

24 木 集会 A

委員長発表集会

環境の日　内科（５・６）

クラブ活動①

〇

25 金 B 眼科（全）

26 土

27 日

28 月 朝会 A
聴力（１）

キッズ顔合わせ・遊び
〇

29 火 昭和の日

30 水 B 聴力（２）

１ 木 B
※B時程５時間

安全指導日　集団下校
〇

２ 金 B ※研究授業の学級以外４時間授業

３ 土 憲法記念日

４ 日 みどりの日

５ 月 こどもの日

６ 火 振替休日

７ 水 B
体力テスト　始

保健指導日

５月の行事予定

４月の行事予定

日 曜 朝会 時程 行事予定
SC

来校


